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第７章　推進体制

１　 推進体制

各事業を効率的かつ効果的に展開するため、自転車に関する各団体との積極的な連携を図

ります。また、計画策定以降も広く市民の意見を聴くため、学識経験者や関係団体の代表者

等により構成される「大分市自転車活用推進協議会」（以下、「協議会」）に、各事業の進捗

や評価指標の達成状況を報告し、評価を受けることとします。

庁内における本計画の推進に関する事項については、関係課で組織した庁内検討委員会に

おいて検討することとします。

２　 進行管理

計画の進行管理として、下図に示す PDCA サイクルを実施します。

令和 6年度標語コンクール　令和 6年度標語コンクール　ヘルメットの部　特別賞作品ヘルメットの部　特別賞作品
引き締める　自分の心と　あごのひも

■進行管理イメージ

① Plan（計画）

協議会メンバー

○学識経験者
○交通事業者 （鉄道、 バス、 タクシー）
○交通安全協会
○行政 （道路管理者、 警察、 教育）
○市民代表

計画を策定または改訂します。

② Do（実施）

計画に基づく様々な取組について、各主体
が協力しながら具体的に実施します。

③ Check（評価）

計画の進捗状況及び計画を実行する中で明
らかとなった問題点や課題を整理し、評価・
検証します。

④ Act（改善）

Check（評価）で明らかとなった問題点や
課題の改善策を検討するとともに、目標を見
直します。また、社会状況等の変化を踏まえ
た計画内容の改善について協議会で協議し、
必要に応じて計画の見直しや目標の再設定を
行います。

協議会協議会


